
平
成
13
年
度
の
軽
自
動
車
税
は
、
今
年
４

月
１
日
現
在
で
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
な
ど
を

所
有
し
て
い
る
か
た
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
廃

車
し
た
い
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
な
ど
を
お
持

ち
の
か
た
は
、
必
ず
３
月
30
日
(金)
ま
で
に
廃

車
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
を
忘
れ

る
と
、
１
年
分
の
税
金
が
か
か
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

廃
車
の
申
告
を
受
け
付
け
る
場
所
は
次
の

と
お
り
で
す
。

■
原
動
機
付
自
転
車(

125
"
以
下)

、
小
型
特

殊
自
動
車(
農
耕
作
業
用
の
も
の
を
含
む)

な

ど
＝
市
役
所
市
民
税
課
13
番
窓
口

■
四
輪
の
軽
自
動
車
、
軽
二
輪(

125
"
超
250
"

以
下
の
バ
イ
ク)

＝
秋
田
県
軽
自
動
車
協
会

(

秋
田
陸
運
支
局
向
か
い)
q(
８
６
２)

６
２

１
９

■
二
輪
の
小
型
自
動
車(

250
"
超
の
バ
イ
ク)

＝
秋
田
陸
運
支
局
q(

８
６
３)

５
８
１
１

●
問
い
合
わ
せ

市
民
税
課
税
制
担
当

q(

８
６
６)

２
０
５
４

平
成
13
年
度
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

を
、
地
区
ご
と
の
日
程
・
会
場
で
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、「
広
報
あ
き
た
」

１
月
26
日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
な
お
、
お

住
ま
い
の
地
区
の
指
定
日
に
申
告
で
き
な
か

っ
た
か
た
は
、
３
月
15
日
(木)
ま
で
市
役
所
裏

の
市
職
員
会
館
一
階
大
会
議
室
で
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

受
け
付
け
期
間
終
了
間
際
に
な
る
と
、
会

場
が
混
み
あ
い
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

市
民
税
課
個
人
市
民
税
担

当
1(

８
６
６)

２
０
５
５

家
庭
用
の
24
時
間
風
呂
は
、
い
つ
で
も
入

浴
で
き
る
便
利
さ
や
節
水
効
果
が
あ
る
反

面
、
維
持
管
理
が
不
十
分
な
場
合
、
循
環
装

置
内
で
レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌
な
ど
が
繁
殖
し
、

肺
炎
の
症
状
に
似
た
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
に
感
染

す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
次
の
こ
と
に
注
意

し
て
感
染
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

▼
取
扱
説
明
書
に
従
っ
て
機
器
の
管
理
を
行

い
、
特
に
浴
槽
水
を
浄
化
す
る
部
分
は
、

定
期
的
な
点
検
や
清
掃
を
行
い
ま
し
ょ
う

▼
浴
槽
水
は
定
期
的
に
入
れ
替
え
し
、
浴
槽

の
洗
浄
も
行
い
ま
し
ょ
う

▼
浴
槽
水
に
レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌
が
繁
殖
し
て

い
る
場
合
、
泡
風
呂
な
ど
の
使
用
に
よ
り

レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌
が
人
体
に
吸
引
さ
れ
や

す
く
な
り
ま
す
。
使
用
に
は
特
に
注
意
し

ま
し
ょ
う

●
問
い
合
わ
せ

衛
生
検
査
課

1(

８
８
３)

１
１
８
１
　

平
成
13
年
度
固
定
資
産
税
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
価
格
な
ど
を
記
載
し
た
、
固
定
資
産

税
課
税
台
帳
を
次
の
と
お
り
お
見
せ
し
ま
す
。

期
間
内
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。

縦
覧
期
間
は
、
３
月
１
日
(木)
か
ら
21
日
(水)

ま
で
の
平
日
、
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５

時
15
分
ま
で
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

資
産
税
課

1(

８
６
６)

２
０
５
６

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-

１
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
の

廃
車
申
告
を
忘
れ
ず
に

２
市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
を
受
け
付
け
中

４
固
定
資
産
税
課
税
台
帳
の

縦
覧
は
３
月
１
日
か
ら

人口13.２.１現在

●人口／317,999人(＋131)
●男／152,083人(＋95)
●女／165,916人(＋36)
１月分・出生 206人

・死亡 197人
・転入 810人
・転出 688人

（ ）内は前月比

●世帯／123,334世帯(＋108)

縦覧場所 内　　容 納税義務者の住所

●土地・家屋課税台帳
●土地・家屋補充課税台帳
●償却資産課税台帳

●土地・家屋課税台帳
●土地・家屋補充課税台帳

●土地・家屋課税台帳
●土地・家屋補充課税台帳

市内全域と市外

土崎・寺内・将軍野・外旭川・飯島
港北・下新城・上新城・金足

新屋・浜田・豊岩・下浜・向浜

(資産税課でも縦覧可）

(資産税課でも縦覧可）

資産税課

土崎支所

新屋支所

■お持ちいただくもの
s納税者本人＝印鑑と、本人であると確認できるもの(前年度の納税
納税者本人＝通知書、運転免許証、健康保険証など)

s代理人＝委任状と代理人の印鑑、代理人本人であると確認できるもの
■縦覧場所と内容

３
24
時
間
風
呂
を
ご
使
用
の
か
た
へ

レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
に

ご
用
心
！

10


